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10月 定例会 (1)

開 催 日 時 令和 6年 10月 3日 (木) 13時 30分

開 催 場 所 県庁行政棟「教育委員会室」

1開   会

2 前回会議録の承認

3議   案

O第 19号議案
文化財の県指定等について

4報   告

(ヽ1)「教職の魅力化作戦会議」について

(学芸文化詢

(働きがい推進室)





第 19号議案

( 学芸文化課 )

文化財の県指定等について

(提案理由)

長崎県文化財保護条例第 4条第 1項の規定に基づき、 1件の文化財を新たに県指定文化

財に指定しようとするものである。

(内 容)

1 県指定する有形文化財 (美術工芸品)

爾玲象秩葉漠ポ氏・薔
り
だ」(平戸市)

所有者 平野 将司
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【指定理由】

箸移滑と謝僕繹王黎b「〒島崇駿菜舞器争司
り
鸞」

(附 木製道具入れ 田和歌色紙 □首氏目録)

「意野家伝来 挟み尺 。曲尺」は、平戸藩御用大工であった意野曲尺助が所持した挟み

尺 2点 と曲尺 1点からなる。附の木製道具入れの箱書きによると、天保 13年 (1842)正

月、意野曲尺助が 38歳のときに、挟み尺と曲尺を御上り場 (藩主の乗下船場)で、平戸藩

主松浦家の先代当主であらた松浦熙公から和歌とともに賜うた。和歌色紙に記された和歌

は、曲尺という道具の名と意野曲尺助の名を掛け、直角を出す曲尺は大工に欠かせないと

いう道具の特色と、まっすぐで心の模範たる性格は人を助ける器 となるだろうとい う曲尺

助の人物像を重ねて詠む。この和歌からは熙公と曲尺助の深い信頼が窺える。その後、安

政 3年 (1856)11月 に曲尺助は熙公から意野の苗氏を賜ったことが苗氏目録から判明す

る。

挟み尺 (大)は幕府御用時計師であつた大野規行 (?-1848)、 挟み尺 (小)及び曲尺は

その子で同じく幕府御用時計師の大野規周 (1820-1886)に よつて製作されたと考えられる。

大野規行は、伊能忠敬の測量道具を製作したことで知られる。

本来これらは測量道具であることから、伊能忠敬による平戸藩領の狽」量 (1812-1813)や

幕府による天保期の国絵図改訂 (1835-1838)を契機として、現在、松浦史料博物館が所蔵

する他の測量道具と共に松浦家が入手し、絵図作製事業が終了したあとに、松浦熙公より

意野家へ下貝易されたと推浪1さ れる。

挟み尺 (大)は全長 19011ull。 厘 (寸の 100分の 1)ま で読みとることができる目盛 りが刻

まれ、伊能忠敬が測量に使用したとされる「折哀尺」(1寸 =30.311ull)を示す。折哀尺はこ
どりょうこう

れまで明治時代の度量衡 (※ 1)改正にあたって参考にされたものさし (国立科学博物館

所薄)でのみ存在が知られていたが、この挟み尺によつて、それ以前に実在していた可能

性が高まった。挟み尺 (小)は全長 13411ull、 曲尺は全長 196■ Hl。 ともに「又四郎尺」 (1寸

=30,24ェull)を 示し、上記の折衷尺と同様に、度量衡改正の参考となった尺度が、やはりそ

れ以前から実際に使用されていた可能性を示す資料である。
'本文化財は、明治時代の度量衡改正の基礎となった江戸時代後期の尺度を示す新たな資

料として、日本の計量史研究の進展に資するものである。

また、幕府による測量事業や絵図作製事業に呼応 して、当時の最新の技術に関心を持ち、

江戸の技術者が製作した道具を積極的に取 り入れた平戸藩の先進性がうかがえる。さらに、

一連の役割を終えた後、大工道具として藩の本エヘ下賜されたとい う、他に例をみない来

歴をたどった歴史資料として、附の 3点の資料とともに県指定文化財に指定するものであ

る。

(※ 1)度量衡…計量に用いる長 さ (度 )・ 体積 (量)・ 重さ (衡)の基準を定めた制度。明治 8年 (187
5)に度量衡取締条例が制定され、長さに関しては折衷尺を基準として lm=3.3尺と定められた。

ヨ
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図 1 上か ら大野規周作山尺、同挟み尺 (小)、 大野規行作挟み尺 (大 )
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図2 附の 3点 左から和歌色紙 (軸装)、 木製道具入れ、苗氏目録
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図 3

道具入れ、12.0× 21.3 cn

蓋表書 「由尺挟尺二品入」

図 4
蓋裏書 「天保十二年、正月十 日、此二品、御上 り
場二而拝領いたす」
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報 告 事 項 (1)
働 きがい推進室

件  名
「教職の魅力化作戦会議」について

概  要 1 令和 6年度第 1回魅力化作戦会議

(1)日  時  令和 6年 5月 21日 (火) 13:30～ 15:30

(2)場 所  県庁行政棟 7階 教育委員会室

(3)概 要

「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取 り組むべき施策 (提言)

【案】」に係る審議等

(4)主な意見

O教師のや りがいや魅力を社会全体にしつかり伝えて教師を目指す

子どもたちが増えていくというところが最も大切なところ。

O教員のなり手の不足や採用試験倍率の低下、教員の勤務環境の悪化

が子どもたちにどう影響 してくるのか、とい うことを記載すべき。

Oタ イ トルも含め、全体的な目線は、教師がというより、子どもたち

のためということを中心にすべき。

2 令和 6年度第 2回魅力化作職会議

(1)日  時  令和 6年 9月 10日 (火) 13:00～ 14:30

(2)場 所  県庁行政棟 7階 教育委員会室

(3)概 要

「子 どもたちの豊かな学びを実現するために、教師がや りがいを持つ

て働 くことができる環境の整備ついて (中 間ま とめ)案」の審議等

(4)主な意見

O「人材を活用する」 とい う表現は、距離感 を感 じる。「ともにやつ

ていく」「学び合 う」のような表現の方が良い。

O“つながる"と い う言葉を盛 り込んでいくと、一方向ではなく、
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一緒にやっていこうとい うことが伝わ りやすい。

O誰が、いつまでにするという行程表が示されると実現が図られてい

く。

Oコ ミュニティ・スクールを進めることが、教師の働き方改革・働きカ

い改革につながっていくという循環を生んでいかないと両方とも進

んでいかない。

O先生は、子ども達の憧れの存在である。先生たちも、社会も子ども達

も、そう思えるよう、子ども達のために、みんなで (教員の働き方の

見直しを)応援 して社会をよくしていくことを伝えることがこの提言

では大切である。

(5)今後の予定

O第 2回会議での意見を踏まえて修正を行い、10月 を目途に本会議か

らの提言 (中 間まとめ)と して公表する。

O第 3回会議で提言 (素案)を検討 し、今年度内を目途に最終的な提言

としていただく。

ヨ
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子どもたちの豊かな学びを実現するために、

教師がやりがいを持つて働くことができる環境の整備について

(中間まとめ)

令 和 6年 9月 10日
教職の魅力化作戦会議

【提督 (中間まとめ)】

子どもたちの豊かな学びと健やかな成長を実現するためには、教師がやりがいをもっ

て授業をはじめとする教育活動に打ち込める環境を整備することが不可欠である。この

ことが、教職の魅力化につながり,、 さらには、持続可能な学校教育の実現にもつながつ

ていく。そのために、長崎県教育委員会、市町教育委員会、学校、家庭、地域等は、そ

れぞれの主体が、その権限と責任に基づき、早急かつ主体的に以下の各項目に取り組ま

れるよう提言します。

1.教師の働き方改革の趣旨、教職のやりがいや魅力を社会に発信すること

2.業務削減や効率化等による教師の負担軽減及び持続可能な人材の確保を図ること

3.地域 H企業等の知見や人材を活用し、学校 H教師の役割の再構築を図ること

(は じめに)

(人 口減少社会)

○ 長崎県の総人口は、ピーク時から約 3割減少し、子ども(15歳未満)の人日は、1955

年から約 8割減少し、2050年頃には、87万人に減少する見込みである。

O 人口減少に伴い学校や地域のコミュニティは縮小し、人の関わりから生まれる個人

の成長の機会が失われていくことが危惧されている。

(社会の多様化と子どもたちが抱える困難の多様化 也複雑化)

○ 社会の多様化が進み、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康まで含め

て、幸福や生きがいを捉えるウェルビーイングの考え方が重視されるようになつてき

ている。

O いじめや不登校、貧困の問題など、子どもたちが抱える困難は、多様化 。複雑化し

ている。また、特別支援学校だけでなく、小 。中学校、高等学校等において、発達障害

を含めた特別支援教育の対象となる子どもたちは増力日し、多様な子どもの一人一人の

教育的ニーズに応じた適切な指導や支援が求められている。

O また、探究学習、主権者教育・消費者教育・金融教育などを通して、新たな資質・能

力の育成が求められている。
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(教員のなり手不足)

O 生産年齢人日の減少で労働力が不足する中、教員の長時間労働等の問題が大きく注

目され、大量退職に伴 う採用者数の増加の時期と重なり、急激な教員採用選考試験の

倍率低下や臨時的任用教員等の確保ができず欠員が生じる「教員不足」が憂慮すべき

状況になっている。

○ いわゆる過労死ラインと言われている「超過勤務が月 80時間を超える教職員の割

合」は、閉庁日や定時退校 日の設定、部活動ガイ ドラインに沿つた部活動の実施など

の取組により改善が図られてきているが、「超過勤務が月45時間を超える教職員の割

合」は一定割合 (R5:小 。中学校 16.1%、 県立学校 16.0%)で 存在する。

(提言の趣旨 □提言)

○ 子どもたちの学びを支える教師は公教育の要であり、教師の質や量は子 どもたちヘ

の質に直結することから、教師を取り巻く環境整備は、我が国の未来を左右する重要

な課題と言われてお り、これは本県においても同様である。

O 社会が大きく変化 していく中、子どもたちが身に付けるべき資質 。能力も変化をし

ていき、学校や教育の内容についても変化が必要となっている。そのためには、教員

もそれに対応 した授業のスキルを磨いていかなければならないが、新 しい学びへの対

応のみならず、部活動の指導や学校外での問題行動の解決、休 日の地域行事への参加

など学校への期待が積み重なっていき、教員の長時間勤務等が問題 となっている。そ

の結果教員のなり手が不足するなど、学校がよりよい教育環境を維持していくことが

難 しい状況になってきている。

○ 本県の子どもたちも教師に質の高い授業の提供を求めており、教師も授業をはじめ

とする教育活動に専念したいとの希望を持っている。働き方を見直し長時間労働を是

正し、教師が働きがいの意欲を持って、能力を最大現発揮できる勤務環境を整備する

ことが、子どもたちへのよりよい教育を行 うために必要不可欠である。

O また。学校が、働きがい″持って働く職場となることで、教師が活き活きと働 く姿

は、多くの教師を目指す学生等をひきつけ、質の高い教師を安定的に確保 していくこ

とに繁がると言える。

O このように、教師を取 り巻く環境の改善は、国を挙げての問題 と言えるが、特に本

県においては、他県よりも採用試験の倍率の低下が著しい状況であり、将来の労働人

口減少を考えると、一刻の猶予も許されない状況である。

O これまで行政や学校をはじめとする教育関係者が、様々な手立てを講 じているとこ

ろではあるが、このことについては、教育関係者だけでなく、家庭や地域をはじめ、

企業や各種行政機関など社会をあげて、理解と協力を得ながら進めていかなければな

らない社会的問題である。

O 行政や教育関係者をはじめ、県民一人一人が責任 と役割を自党し、家庭、地域等を

日

¬
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含めあらゆる主体が連携を図りながら、その責任を果たしていくよう努めていかなけ

ればならない。

O これらの背景を踏まえ、従来の慣習や固定観念にとらわれることなく、できること

は直ちに行 うという考え方のもと、以下の項目について、早急かつ主体的に取り組ま

れるよう提言する。

1 執師の働き方改革の趣旨～教職のやりがいや魅力を社会に発個すること

O 教師の働き方改革を進め、長時間勤務の是正を図ることは、教師の心身の健康の保

持のみならず、公私の充実による教師のウェルビーイングを確保することにつながり、

最終的にイま子 どヰぅたち よ り止い教育 狩欅供 してい てナ‐めで ふ る > を 、

まず、保護者や地域の方々をはじめ、県民の方々に理解 していただく必要がある。

○ 学校が、働き方改革を進めるうえで一番気になるのは保護者や地域の声である。

学校単位での周知も必要ではあるが、県や市町教育委員会が報道等の力を借 りながら、

先頭に立って教師の働き方を見直し、環境を整備 していくことの必要性について、効

果的に届く広報を行つていくことが必要である。

O また、長時間勤務等によリブラックなイメージが定着し、なり手不足が問題 となつ

ている状況を改善し、教師をはじめスタンフを安定的に確保 していくために、特に若

い人へ向けて教職のや りがいや魅力についても、これまで以上に発信をしていく必要

がある。

【取組例】

・TV、 新聞、広報誌等、各種媒体による教員の働き方改革の趣旨や教職の魅力を発信

・働き方改革の趣旨等の広報資料を作成し、その資料に基づき県下一斉に、PTA総会に

おいて説明

・SNSの活用による大学生など将来教員となる若い世代をターゲットとした魅力発信

・SNS(YouTube等 )の活用による県外の教員志望者をターゲットとした情報発信

2 業務削減や効率化等による教師の負担軽減及び持続可能な人材の確保を目ること

O 教師の長時間勤務を解消していくためには、まずは業務量を削減することが必要で

ある。たとえ昔から担ってきていた業務であっても、まずは、教育委員会や学校など

の教育関係者が、学校や教職員はこうあるべきという概念を自らが打ち破 り、前例や

慣習にとらわれることなく、働き方を変えていかなければならない。

O 文部科学省が示した「学校 。教師が担 う業務に係る3分類」として、「基本的には学

校以外が担 う業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担 う必要のない業務」、「教師

の業務だが、負担軽減が可能な業務」を参考に、行政や学校管理職のリーダーシップ

のもと、角早決に向けた作業スケジュールを立て、強い決意を持ってチーム学校で取り

組む必要がある。

-9-



』

耳

O 県や市町教育委員会は、教師のなり手確保や支援スタッフの配置の充実などそれぞ

れの主体が、連携を取りながら責任を持つて取り組んでいく必要がある。

【取組例】

。負担が高いとされる調査・統計については、管轄する県や市町教育委員会が調査量

を把握し、調査自体の見直しや調査紺象の削減・精選

・時間外の留守番電話対応や学校以外の機関での対応などにより、勤務時間外の対応

を減らす取組の推進

・標準授業数を上回つている授業時数の見直し、行事の精選 。重点化及び規模の縮小
。学校徴収業務の見直し (給食費の公会計化、教材費・修学旅行費の業者徴収、日座

引き落とし 等)

・自動採点システムの導入や出欠対応システムの導入などICT活用によるDX化の推進

・小学校教科担任制の推進、中学校生徒指導担当教師の配置充実等国の動きに対して、

適切に対応できる人員の確保ができる取組の推進 (小中高インターンシップの強化、

大学と連携した教師志望者の確保等)

・支援スタンフの配置拡充 (学校スタンフマッチングシステムの活用 等)

・休暇が取りやすい職場環境、教員が自らの意欲を持って取り組める研修制度の見直

しのさらなる推進

・事務の共同実施などによる事務業務の効率化など、チーム学校として業務を分担す

る取組の推進

3 地域・企業等の知見や人材を活用し、学校 B散師の役割の再精集を図ること

O 子どもたちへの教育は、保護者や地域の方々とそれぞれの役割を尊重したうえで、

信頼に基づいた対等な関係を構築し、次世代を担 う子どもたちを共に育むという共通

の目標のもと連携 。協働して取組を進める必要がある。

O 文部科学省が示とィた「学校・教師が担う業務に係る3分類 |の うち、「学校以外が行

うべき業務」などについては、家庭や地域の理解を得ながら、それぞれの責任のもと

進めて行く必要がある。

O また、企業や地域が持つ人材や知見を教育に活用していくことは、教員の負担軽減

だけでなく、子どもたちへ質の高い授業の提供及び教職員の質の向上にもつながって

いくという視点で進めて行くことが重要である。

○ また、様々な取組を行うには予算が必要となってくる。ふるさと納税やクラウドフ

ァンディングの活用など、民間の知見を活かした資金の獲得にも努めることが重要で

ある。

【取組例】

・学校スタッフマンチングシステムを有効活用したスクール・サポー ト・スタッフ、
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生徒指導の補助を行 う業務支援員、部活動指導業務を行 う部活動指導員など関係支

援スタンフの配置拡充

B元気に働きたい高齢者など、地域の人材を積極的に活用 した取組の推進

(登下校見守 り活動、行事ボランティアなど)   |
・地域の方が学校経営に参画するコミュニティ・スクールを活用するなどして、保護

者や地域住民等の理解 と協力を得ながら、学校と地域の役割にもとづく負担の分担

にかかる取組の推進

・企業や大学職員による専門的な授業の提供など、企業や大学の専門的な知見を活か

した質の高い授業の実現

・民間の専 F日性を発揮 した学校徴収金の公会計化など、業務の適正化

(あ とがき)      ―

子どもたちは、未来の長崎県を支える存在であり、私たちの宝です。

近年の急激な社会の変化に伴い、家庭や地域の在 り方が変化し、子どもたちへの教育

について、学校や教師への期待が高まり、学校での業務が積みあがる結果となつていま

す。

これまで、「子どもたちのため」にと、教師が使命感から社会の要請に献身的に応え、

その状況を乗 り越えてきていましたが、
′
長時間労働の問題が表面化し、なり手が不足す

るなど、教師を取り巻く環境は危機的な状況となってきています。

今後、激動の時代を生き抜く力を、子どもたちに身に付けさせるため、教師がウェル

ビーイングを確保しながらて人間性や創造性を高め、子供たちへよりよい教育を行うこ

とができる環境を整備していくことが大切です。

そのためには、国・県・市町の教育行政関係者は、処遇の改善や、定数など人員の配

置に係る制度改善、広域的な広報など、働き方改革や人員の確保に必要な施策と予算の

確保など役割と責任を果たされることを期待します。

また、学校関係者は、後輩たちにとって魅力的な職場であり続けられるよう、管理職

のリーダーシップのもと、チーム学校として、これまでの固定概念に縛られることな

く、働き方の不断の見直しをされていくことを期待します。

最後に、これらの取組には、家庭や地域をはじめとする県民の方々の理解が必要不可

欠となってきます。このことを学校だけの問題と思わず、社会全体の問題としてとら

え、学校、家庭、地域社会がそれぞれの本来の責任を果たしつう、子どもたちの教育に

一九となって取り組まれていくことを期待します。
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